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１ SAITAMAロボティクスセンター（仮称）が目指すべき姿 

（１）「農業大学校跡地周辺地域整備基本計画」策定の背景と目的  

首都圏中央連絡自動車道と関越自動車道が結節する鶴ヶ島ジャンクション周辺地域は関

東のほぼ中央に位置し、特に優れた交通利便性を有するとともに、自動車関連産業をはじめ

とするものづくり企業が集積するなど、高度な技術力が蓄積された地域である。 

平成 29 年 12 月に本県は、鶴ヶ島ジャンクション周辺の 13 市町（川越市、飯能市、東

松山市、狭山市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町、川島町、吉見町、

鳩山町）とともに、地域未来投資促進法に基づく「埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基

本計画」を策定した。 

当該計画では、先端産業等を集積・育成することにより経済波及効果をもたらすことや、

企業の生産性向上・技術革新に資する AI・IoT 等先進技術の活用を促進し、超スマート社

会（Society 5.0）を実現することなどを定めている。 

平成30 年４月には、当該計画を推進するための「埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域

基本計画基本方針」を策定した。その方針において、目指す方向性として「オープンイノベ

ーションによる超スマート社会の実現と経済の好循環」を掲げ、農業大学校跡地に近接する

周辺地域にドローンや自動運転、ロボットなどの研究開発を支援する近未来技術実証フィ

ールド（以下、「実証フィールド」という。）とオープンイノベーションを促進する拠点とな

る施設（以下、「拠点施設」という。）を整備することを決定した。 

 

これらを背景として、本県は、令和３年７月に、農業大学校跡地周辺地域整備の基本的な

方向性を定める「農業大学校跡地周辺地域整備基本構想」（以下、「基本構想」という。）を

策定した。基本構想では、「市場規模拡大が見込まれる『社会的課題解決に資するロボット』

の開発支援」をコンセプトとし、「ロボット開発支援フィールド（仮称）」（以下、「開発支援

フィールド」という。）と、「ロボット開発イノベーションセンター（仮称）」（以下、「イノ

ベーションセンター」という。）からなる「SAITAMA ロボティクスセンター（仮称）」（以

下、「ロボティクスセンター」という。）の整備を進めることとしている。 

今回策定する「農業大学校跡地周辺地域整備基本計画」（以下、「基本計画」という。）で

は、基本構想の内容を前提とし、ロボティクスセンターが支援対象とするロボット産業の分

野や支援内容等を定め、実証フィールドの用途・形状、拠点施設の規模・機能、ロボティク

スセンターの整備スケジュール等を具体的に検討して定めることを目的とする。 
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【参考】農業大学校跡地及び周辺地域全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和３年１０月２０日撮影 
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（２）基本計画における検討方針  

今後、市場規模の拡大が期待できる「社会的課題解決に資するロボット」産業へ参入す

ることは、圏央道周辺ものづくり企業を始めとする県内中小企業等（以下、「中小企業等」

という。）にとってビジネスチャンスであり、中小企業等が保有する優れた技術はロボッ

ト開発においても活用が見込まれる。 

一方で、中小企業等がロボット産業に参入するためには、以下の２点が課題となる。 

① ロボット開発段階の研究開発の場や実証実験の場などを中小企業等が独自で用意

することが困難なこと1 

② ロボットは多様な技術を必要とする統合システム製品であり、中小企業等が単独

で研究開発することは困難なため、知識や技術を持つ自社以外の組織や機関と連携

して取り組むオープンイノベーションが必要不可欠なこと2 

 

そのため、ロボティクスセンターに以下の３項目に関する整備等を推進することで、ロ

ボット産業により多くの中小企業等が参入できるよう支援を行う。 

① 中小企業等が実証実験できる実証フィールドとして、開発支援フィールドを整備 

② 中小企業等の研究の場や多様な企業が集まるための拠点施設として、イノベーシ

ョンセンターを整備 

③ 農業大学校跡地立地企業、圏央道周辺ものづくり企業、首都圏のロボット関連企業、

ロボットのユーザー企業、ロボティクスセンター利用企業などで構成されるコンソー

シアムを設立 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考）コンソーシアムによるロボット開発・社会実装イメージ 

                                            
1  埼玉県「近未来技術実証フィールドニーズ調査」（令和元年度） 
2  マサチューセッツ州では、州政府や業界団体（Massachusetts Technology Leadership Council）の支

援のもと、産学官などで構成される団体（Mass Robotics Cluster）を設立。オープンイノベーションによ

るロボット開発を推進している。 
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ロボティクスセンターの整備等の具体的な内容を基本計画で定めるにあたって、以下

の方針で検討を行う。 

 

① 分野選定 

・本県の中小企業等のビジネスチャンスを拡大するため、市場規模（ニーズ）が大きく、

今後成長が期待される分野をロボティクスセンターの支援対象分野に選定 

 

② ニーズ調査 

・支援分野のロボット開発に必要となる実証施設・設備を的確に把握するとともに、利用

ニーズのある実証フィールドを整備 

・費用対効果などを勘案して、実環境を模した模擬的なテスト環境の整備 

・継続的な利用を図るため、経年的なデータ比較が可能な施設も整備 

・ロボットの認証制度や安全基準などの動向を把握し、性能測定などを行う試験環境を整

備 

 

③ 先行事例調査 

・「稼げる力の向上」が図られるよう、社会実装に繋がるロボット開発を促進する支援 

・ロボット開発企業やユーザー企業、システムインテグレーターなど様々な業種の企業等

が集い、オープンイノベーションを活用してロボット開発に取り組めるような開かれ

た施設を整備 

・ロボット単体の開発だけではなく、既存のロボットなどを活用したシステム開発も促進

するような幅広な支援 

・最新のロボット開発に係る情報を積極的に収集、蓄積、発信するハブ拠点3を整備する

とともに、アウトリーチ活動4も積極的に実施 

 

 

 

 

 

                                            
3 人と情報が集まる中核的な拠点。ここでは、ロボット開発に関心のある人が全国から集まり、ロボット

開発に係るあらゆる情報が集約される拠点を意味する。 
4 ロボット開発の機運の醸成や将来的なプレイヤーの育成を図るため、研究者や研究機関が研究成果を広

く一般社会に周知する活動。 
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（３）ロボティクスセンターが目指すべき姿  

今後、市場規模の拡大が見込まれる「社会的課題解決に資するロボット」産業に参入する

ことは、中小企業等にとってのビジネスチャンスであり、「稼げる力の向上」につながる。 

基本計画では、ロボティクスセンターにおいて、より多くの中小企業等が「社会的課題解

決に資するロボット」産業へ参入できるよう、次の方向性で支援の在り方を検討していく。 

 

① 社会的課題解決のためのロボット開発の推進 

② 中小企業等の稼げる力の向上 

③ 産業支援施設として全国に取組を発信し、人が集まる拠点づくり 

 

上記の方向性で支援の在り方を定めていくことにより、将来的に以下の実現を目指す。 

 

① ロボット開発への参入による県経済の成長 

② ロボティクスセンターを核とした、13 市町更には県内におけるロボット産業の集積 

③ ロボティクスセンターの取組の発信や普及啓発によるロボット開発の機運醸成や将

来的なロボット開発者等の育成 

 

優れた交通利便性を有するロボティクスセンターを核として、埼玉発のロボットが全国

的に広がることで、県内産業の振興と経済的発展を目指す。 
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２ ロボティクスセンターが対象とするロボット産業の分野  

（１）ロボットの分類  

ロボットは、「産業用ロボット」と産業用ロボット以外の全てのロボットを包含する「サ

ービスロボット」に大別できる。 

サービスロボットについて、ISO 13482 では「産業オートメーションの用途を除き、人

または機器のために有用なタスクを実行するロボット」と定義されている。 

基本計画においては、サービスロボットを用途により20の分野に分類する5。［図１参照］ 
 

 農林水産 

 医療 

 建設・鉱業 

 清掃 

 点検・保守 

 アミューズメント・エンターテインメント 

 広告 

 受付・案内 

 物流・搬送 

 会議・コミュニケーション 

 移動・モビリティ 

 計測・観測 

 災害対応 

 介護・福祉 

 特殊環境（宇宙、原子力、水中） 

 ホテル・外食 

 警備 

 教育 

 日常生活（家事支援等） 

 その他 

図1 サービスロボットの分野 

（出所：「NEDO ロボット白書 2014」、「ドローンビジネス調査報告書 2020」（インプレス総合研究所）、 

（一社）日本ロボット工業会ウェブサイトをもとに分類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
5 「NEDO ロボット白書 2014」、「ドローンビジネス調査報告書 2020」（インプレス総合研究所）、 （一社）日本ロ

ボット工業会ウェブサイト 
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（２）サービスロボット産業の動向  

サービスロボット産業の市場動向に注目すると、家庭用及び建設・農業等を始めとした分

野は、2025 年までに2021 年比約1.3 倍の市場規模の拡大が予測されており、サービスロ

ボットの導入が進むと見込まれている ［図2 参照］。 

また、ドローンのサービス市場では、物流、農業、点検の分野で市場規模の拡大が予測さ

れており、2025 年度までに2021 年度比約3.6 倍の市場規模となる見込みである［図3 参

照］。 

これらの動向を踏まえて、ロボティクスセンターでは、「市場規模の拡大」が見込まれる

分野の研究開発及び社会実装を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図2 サービスロボットの世界市場 

（出所：「2022 年版 ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望  

No.2 業務・サービスロボット市場編」（富士経済）をもとに作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図3 ドローンのサービス市場の分野別市場規模 
（出所：「ドローンビジネス調査報告書2020」（インプレス総合研究所）をもとに作成）  
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（３）支援対象とするロボット分野  

ロボティクスセンターが支援対象とするサービスロボット産業分野は、市場規模や技術発

展という観点から、市場と技術の高成長が見込める次の６分野を支援対象として選定する。 

 

【支援対象分野】 

〇農林水産 〇建設・点検・保守6 〇物流・搬送 

〇移動・モビリティ 〇介護・福祉 〇ホテル・外食 

 

支援対象とする分野に対応する社会課題と、市場・技術の動向の要点は以下の通りである。 

 

対象分野 主な社会課題 市場と技術の動向 

農林 
水産 

農業従事者の高齢化
や人手不足等 

国は現場でのロボット導入等（スマート農業）を推進。2030 年までにスマ
ート農業関連市場は1,074 億～6,869 億円程度に拡大予測。今後は、ドロ
ーン、自動運転等の新技術の導入・活用が進み、複合的・応用的な技術開発
が活発化することが見込まれる。 

建設・ 
点検・
保守 

人手不足や安全性確
保等 

国はロボット導入（i-Construction など）を推進。企業の研究開発も進ん
でおり、市場が拡大する見通し。先行的に成熟している技術（自動建設機械
による施工等）の裾野拡大に加え、発展中の関連技術（センサー、AI、自動
運転等）の活用に向けた研究開発が進むと考えられる。 

物流・
搬送 

多頻度・小口配送等
への対応や長時間労
働等 

省力化・効率化に向けたロボット導入（自動配送ロボット、ドローン物流
等）が進む見通し。それに合わせ、安全性確保など、実社会の様々な利用環
境への適応に向けた技術開発も進むことが見込まれる。 

移動・ 
モビリ
ティ 

高齢者の生活に必要
な移動手段の確保等 

国が次世代モビリティの導入を推進。2021 年の1,000 台程度から、2030
年には約10 万台へと販売台数は拡大予測。今後は、一般消費者の導入拡大
に向けて、操作性、安全性、メンテナンス性等を向上するためのさらなる技
術開発が進むと考えられる。 

介護・
福祉 

介護の担い手不足や
精神的・肉体的負担
等 

介護用ロボットの市場は順調に拡大しており、一般消費者間での介護ロボ
ットの利用ニーズも高い（見守り、移動支援、移動介助等）ことから、今後
も市場拡大の見通し。今後は、一般家庭等でも使い易い普及・廉価版の製品
化に向けて技術開発が進むと考えられる。 

ホテル 
・外食 

低い労働生産性や人
手不足等 

ホテルや外食のサービス産業で利用拡大が期待されている協働ロボット7

の市場は急拡大（2030 年まで毎年、世界全体で前年比約110～150％で成
長見通し）。今後は実社会への導入に向けた普及版の開発等で、さらなる技
術の高度化・成熟化（多様な利用環境への適応等）が進み、導入も加速する
と考えられる。 

 

                                            
6  図１「ロボットの類型」の「建設・鉱業」及び「点検、保守」は、構造物の構築（建設）と維持管理

（点検・保守）が、構造物のライフサイクル上、密接な（相互に関連した）関係にあるため、一体として

捉え、名称を「建設・点検・保守」としている。 
7 協働作業空間において、人間と直接的な相互作用をするように設計されたロボット 
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また、上記の支援対象以外の分野であっても、ロボティクスセンターの施設・設備・支援

サービスを有効活用できる場合には支援の対象とする。 

 

なお、ロボティクスセンターの支援対象とした６分野における市場と技術の動向の詳細

は以下のとおりである。 

 

①農林水産分野  

農業従事者の高齢化や人手不足等の課題に対応するために、国は現場でのロボットの導

入等によるスマート農業を推進しており、市場規模が拡大すると予測される。今後は、

自動運転、ドローン等の新技術の導入・活用が進み、技術開発もさらに活発化すること

が見込まれる。 

 基幹的農業従事者（農業を主な仕事とする人）の平均年齢は2020 年に67.8 歳となり、

10 年前の2010 年と比較して約２歳高齢化が進んでいる。また、2020 年の基幹的農業

従事者数は 136 万 3 千人と 10 年前に比べ 33.6％減少しており、特に 59 歳以下の層

では47.3％減少している［図4 参照］。 

 2030 年までに、ロボット農機の市場規模は 67 億円、スマート農業全体の市場規模は

1,074 億円に拡大することが予測される［図5 参照］。 

 スマート農業は、関連分野を含め2030 年に6,869 億円になるとの予測がある［図6 参

照］。 

 今後は、ドローン、自動運転等の新技術の導入・活用が進むとともに、複数のロボット

を組み合わせるなどの技術開発（複合的・応用的な技術開発等）もさらに活発化するこ

とが見込まれる。 

 農林水産省は、農業現場への新技術実装の加速化を目的に「農業新技術の現場実装推進

プログラム」を策定（2019 年）し、推進を図っている［図7 参照］。同プログラムでは、

新技術を６分類37 項目に整理し、2025 年までの実証、市販化、普及のタイムライン等

を提示している［図8 参照］。 
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  図4 基幹的農業従事者数と平均年齢    図5 スマート農業、ロボット農機の市場規模の現状と予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 スマート農業国内市場規模推移と予測 
（出所：「アグリプラスオンライン版」https://agri.mynavi.jp/agriplus/vol_02/chapter01_02/ より引用し一部改変） 

※『2030 年のフード＆アグリテック』（NAPA 編）の市場規模予測値から「次世代ファーム」「農業用ロボッ
ト」「生産プラットフォーム」の部分を引用して算出。「農業用ロボット」には、ドローン、収穫ロボット、
ロボットトラクタを含む。 

  

※対象は国内市場

（出所：令和 2 年度「食料・農業・農村白書） （出所：「ビジネス＋IT」https://www.sbbit.jp/article/cont1/37030） 

9
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図7 「農業新技術の現場実装推進プログラム」の基本的な考え方 

（出所：農林水産省「農業新技術の現場実装推進プログラム」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図8 スマート農業ビジネス拡大に向けたロードマップ 

（出所：「アグリプラスオンライン版」https://agri.mynavi.jp/agriplus/vol_02/chapter01_02/より引用し一部改変） 

※農林水産省「農業新技術の現場実装推進プログラム」をもとに作成 
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②建設・点検・保守分野  

建設業従事者の人手不足や安全性確保等の課題に対応するため、企業の研究開発及び国

によるロボット導入推進が始まっており、市場規模の拡大が予測される。マシンガイダ

ンスやマシンコントロールといった既に成熟しているＩＣＴ活用の施工技術の裾野拡

大に加え、自動運転等の発展中の技術の活用に向けた研究開発が進むと考えられる。 

 今後、建設業従事者の深刻な人手不足（2025 年に 11 万人以上不足）が予測されてお

り、省力化・効率化等による生産性向上が至上命題となっている［図9 参照］。 

 生産性向上の一環として、今後 10 年間で、重機の自動化が大手ゼネコンから中小建設

会社へと進むことから、研究開発の進展及び市場規模の拡大が予測される［図10 参照］。 

 建築（施工）分野でも、大手ゼネコンを中心に施工ロボットの研究開発や実用化が進ん

でおり、今後、重機と同様に、中小企業等へと裾野を広げながら取組みが拡大していく

ことが予想される［図11 参照］。 

 また、インフラの点検・保守に係る技術・システム関連の国内市場は、2035 年までに

2,800 億円以上に拡大することが予測される［図12 参照］。 

 国土交通省は、「新技術情報提供システム（NETIS）」を開設し、建設・点検・保守を含

む公共工事等において新技術の積極的な活用を推進している。「開発・改良→試行・活用

→評価」のサイクルによる技術開発の促進を目指しており、今後、建設・点検・保守分

野でも新技術の開発が大きく進展することが見込まれる［図13 参照］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図9 建設技術者の需給見通し 

（出所：「施工の神様」https://sekokan－navi.jp/magazine/14726） 
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［注］重機の自動運転や自律運転を開発・研究する責任者らに、企業規模と重機種別に応じて、複数の会社の建設現場で自律運転が

実用化され始める時期を予想してもらった。結果は統計処理した。回答者数は 9 人（所属組織は全て別）で、☆印は回答を単

純平均した位置。下地の色は回答の分布を示す。 

 
図1０ 重機の自動化予測 

（出所：日経クロステック 2019 年 9 月 19 日掲載 

「重機の自動化は 25 年前後に実用化、業界地図と未来予測で展望」 

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00947/091200005/） 
 
 
 
 
 

ロボット開発事例 

 資材搬送ロボット 
 鉄骨柱溶接ロボット 
 多能工ロボット（天井ボード貼付、床材施工等） 
 自動鉄筋結束ロボット 
 コンクリート床仕上げロボット 
 現場溶接自動化工法 
 汎用可搬型溶接ロボット 
 耐火被覆吹付ロボット 
 運搬・持ち上げロボット 
 ビス固定ロボット 

図11 大手ゼネコンによる施工ロボット開発事例 

（出所：「ビジネス＋IT」（https://www.sbbit.jp/article/cont1/34966）をもとに作成） 
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図12 次世代インフラ維持管理技術・システム関連国内市場の予測 

（出所：「2020年版 次世代インフラ維持管理技術・システム関連市場の現状と将来展望」（富士経済）をもとに作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図13 新技術・新工法（NETIS）について 

（出所：国土交通省 中国地方整備局企画部施工企画課中国技術事務所（2021年8 月）） 
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③物流・搬送分野  

多頻度・小口配送化や人手不足、全産業平均と比較して長い労働時間等への対応のため

に、省力化・効率化に向けたロボットの導入（自動配送ロボット・ドローン物流等）が

進むと考えられる。それに合わせ、安全性確保など、実社会の様々な利用環境への適応

に向けた技術開発も進むことが見込まれる。 

 オンラインショッピングの普及等により宅配便の取扱量が急増しており、それに伴って、

物流の多頻度・小口配送化が進んでいる。 

 物流・搬送分野では、多頻度・小口配送化や人手不足、全産業平均と比較して長い労働

時間等への対応のために自動化ニーズが高まっており、直近の市場（ロボット需要）は

活性化している［図14 参照］。また、ラストワンマイル（顧客に物やサービスが到達す

るための最後の区間）の物流に関する市場規模は、2023 年度には 3 兆円弱に拡大する

予測であり、宅配便等の継続的な増加に合わせて、その後も同様の傾向で市場が拡大す

る見込みである［図15 参照］。 

 物流・搬送分野では、今後、ドローンの活用が進むことが予想される［図16 参照］。ま

た、自動配送ロボットも継続的な伸びが予測される［図17 参照］。 

 自動配送ロボットでは、国が実証実験に当たっての安全性に関する方針を提示する予定

である。今後、社会実装に向けては、対人の安全性確保など、地域関係者に受け入れら

れるための課題解決に向けた技術開発が進むと考えられる［図18 参照］。ドローンも同

様に、飛行時間や制御用通信の確保、墜落リスクへの対応等の技術開発が進むと考えら

れる8。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

図14 貨物1 流動当たり重量の推移 

（出所：国土交通省「物流を取り巻く動向について」（令和2年7月）） 

                                            
8 インプレス総合研究所『ドローンビジネス調査報告書 2020』 
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図15 ラストワンマイル物流市場規模推移・予測  

（出所：「ラストワンマイル物流市場に関する調査（2021年）」2021年7月12 日発表（矢野経済研究所）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図16 ドローン活用の市場規模（国内市場） 

（出所：「ドローンビジネス調査報告書2020」（インプレス総合研究所）をもとに作成） 
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図17 AGV/搬送ロボット市場規模推移・予測（国内市場） 

（出所：「AGV/搬送ロボット市場に関する調査（2020年）」2020年9月28日発表（矢野経済研究所）より引用し一部改変） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図18 自動走行の実現及び普及に向けた取組の方向性 

（出所：経済産業省「自動走行の実現及び普及に向けた取組報告と方針 Version5.0」より引用し一部改変） 
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注1：メーカー出荷金額ベース

注2：2020年度は見込値、2021年度以降は予測値

注3：自走して荷物を運搬する車両（機器）で、無軌道でガイド誘導式のものをAGV(AGFを含む)、

非ガイド誘導式のものを搬送ロボットとしている。ただし、有軌道式は含んでいない。
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④移動・モビリティ 

高齢者の生活に必要な移動手段の確保という社会課題に対応するために、国は次世代モ

ビリティ9の導入を推進しており、さらなる成長が見込まれる。今後は、一般消費者の導

入拡大に向けて、操作性、安全性、メンテナンス性等を向上するためのさらなる技術開

発が進むと考えられる。 

 高齢者が移動手段の確保に関し、将来的に最も不安を抱えていることは「公共交通が減

り自動車が運転できないと生活できない」ことであるが、一方で、事故等への懸念から

自主的に運転免許証を返納する高齢者も増えている。このことから、今後、生活に必要

な移動手段の確保の必要性が一層高まると見込まれる［図19 参照］。 

 時速 6～30km 程度で走行するシニアカーサイズの超小型モビリティ10は、手軽で小回

りの利く日常的な移動手段として、将来的に一般市民にも広く普及する可能性があり、

わが国での成長が期待される分野として大きな注目を集めている。今後、具体的な利用

イメージや様々な制度等の検討・整備が進むことに伴い、市場が拡大していくと考えら

れる［図20 参照］。 

 国は超小型モビリティの導入・普及を進めており、最終的には高齢者や子育て層の移動

といった日常利用での普及を目指していることから、今後、市場が拡大することが見込

まれる［図21 参照］。 

 電動トライク、電動ミニカー、超小型モビリティの国内販売台数は、2030 年には

102,700 台に達するとの予測もある［図22 参照］。 

 超小型モビリティは、現状、快適性等に課題があり、今後は、一般消費者への本格普及

（製品（量産）化・社会実装）に向けて、車両性能・快適性等を向上するためのさらな

る技術開発が進む見込みである［図23 参照］。 

 

 

 

                                            
9 電動トライク、電動ミニカー、超小型モビリティといった移動手段に加えて、自動運転やMaaS（複数

の交通手段をシームレスにつなぐサービス）等の仕組み（システム）も包含した概念［下記アヴァン社資

料や国土交通省MaaS サイト等を参照］ 

【参考】＊「次世代モビリティとは何か」（アヴァン アソシエイツ［鹿島建設系コンサルタント］） 

     https://www.avant-a.jp/_manage/wp-content/uploads/2017/02/AR021.pdf 

    ＊「日本版MaaS の推進」（国土交通省） 

     https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/ 
10 自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる１人から２人乗

り程度の車両 ［国土交通省ウェブサイトより］ 

【参考】＊超小型モビリティについて（国土交通省） 

     https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000043.html 
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図19 現居住地の将来的な不安 

（出所：国土交通省九州運輸局交通政策部交通企画課 

「高齢者の移動手段の確保に向けた最近の動きについて」（令和元年6 月）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
図20 欧米豪の新しいモビリティと日本の超小型モビリティ 

（出所：「多様なモビリティ普及推進会議」石田東生 筑波大学名誉教授・（一財）日本みち研究所理事長 プレゼン資料） 
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図21 超小型モビリティの将来的な普及イメージ 
（注）国土交通省の指す「超小型モビリティ」には、バイクや軽自動車型の車両も含まれる。 

（出所：国土交通省「超小型モビリティの成果と今後」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図22 電動トライク、電動ミニカー、超小型モビリティの国内販売台数予測 

（出所：「次世代モビリティ市場に関する調査（2021年）」2021年10月14日発表（矢野経済研究所）） 
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図23 超小型モビリティの普及促進に向けた課題 
（出所：国土交通省「超小型モビリティの成果と今後」） 
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⑤介護・福祉 

さらなる高齢化社会の到来により、一層の介護の担い手不足や精神的・肉体的負担等の

課題に対応するために、今後も市場規模の拡大が予測される。また、今後は、一般家庭

等でも使える普及・廉価版の製品化に向けて技術開発が進むと考えられる。 

 高齢化社会を受けて、介護ロボットの市場規模はこれまで伸びてきており、高齢化率の

さらなる上昇により、今後も市場規模の拡大が予測される［図24 参照］。 

 加えて、介護ロボットを使用したいという一般消費者の潜在ニーズは大きいと調査結果

があり、今後加速度的に市場が成長する可能性がある［図25 参照］。 

 介護・福祉ロボットでは、「介護・介助支援」、「自立支援」用途の割合が高い。国は在宅

介護を推進しており、今後は、高齢者等の日常生活補助及び在宅介護支援等のために、

施設用のみならず一般家庭向けの製品開発がさらに重要となると考えられる［図 26 参

照］。 

 厚生労働省は、実際の介護現場のニーズに適合した介護ロボットの開発・導入を支援・

促進している。構想や試作段階からユーザー（介護現場）と連携するロボット開発体制

を目指すことで、一層の技術発展が見込まれる［図27 参照］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図24 介護ロボット市場規模推移・予測 

（出所：「介護ロボット市場に関する調査（2020 年）」2020年12月28日発表（矢野経済研究所）） 
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注1：メーカー出荷金額ベース

注2：2020年度は見込値、2021年度以降は予測値

注3：介護現場での使用を提案・訴求している製品のみを対象とし、コミュニケーションを目的とするロボットを除く
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図25 家庭における介護ロボット・機器の使用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

図26 医療／介護・福祉ロボット内訳 
（出所：「ビジネス＋IT」https://www.sbbit.jp/article/cont1/34807 より引用し一部改変） 

 
 
 
 
 
 
 
 

（出所：「みんなの介護」https://www.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no228/） 
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図27 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業 

（出所：公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具・介護ロボット実用化支援等一式（令和3年度）」） 
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⑥ホテル・外食 

製造業と比較し労働生産性が低いことや人手不足等の課題に対応するために、ホテルや

外食のサービス産業での利用拡大が期待されている協働ロボットの市場規模が急拡大

しており、普及・廉価版の登場でロボットの導入がさらに進むことが見込まれる。今後

は実社会への導入に向けた普及・廉価版の開発等で、多様な利用環境への適応等のため

に、さらなる技術の高度化・成熟化が進むと考えられる。 

 飲食サービス業や宿泊業は第三次産業の中でも低い生産性となっており、従業員1 人当

たりの付加価値額では、製造業の３～４割程度にとどまっている［図28 参照］。 

 人間と直接的に協働する「協働ロボット」の市場は急成長しており、外食やホテル等で

の利用拡大が期待されている［図29 参照］。 

 飲食店では、サービス・ホール（接客・配膳）、調理等での人手不足が顕著であり、これ

らを補完する役割でロボットを活用する機会の増加が見込まれる［図30 参照］。 

 既に先行事例として複数のロボットが導入され始めており、今後は、ユーザーニーズを

満たしながら、汎用化に向けた技術の高度化・成熟化（多様な利用環境への適応等）へ

の研究開発の進展が見込まれる［図31 参照］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
図28 労働生産性（従業員1 人当たり付加価値額）の産業間比較 

（出所：総務省「経済センサスと経営指標を用いた産業間比較」（2012年） より三菱総合研究所作成） 
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図29 協働ロボット世界出荷台数推移・予測 
（出所：「協働ロボット世界市場に関する調査（2020年）」2021年2月12日発表（矢野経済研究所）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図30 飲食店で人手不足だった職種（2018 年） 
（出所：「飲食店.COM」https://www.inshokuten.com/recruit/knowledge/salarydata/detail/303 

より引用し一部改変） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図31 協働ロボットの導入事例 
（出所：各種ウェブ記事をもとに作成）  

ロボット事例
【調理】
・AI調理ロボット（TechMagic社が開発中）
・たこ焼きロボット（ハウステンボス）
・駅そばロボット（そばいちペリエ海浜幕張店）
・ソフトクリーム、たこ焼きロボット（イトーヨーカドー幕

張店）
【配膳/運搬】
・需要予測AI搭載無人カフェロボット「root C（ルート

シー）」（新東京ビル内カフェ）
・自律歩行型AI配膳ロボット（すし銚子丸）
・配膳ロボット（サイゼリヤ）
・デリバリーロボット「S-mile」（新宿ワシントンホテル）
【清掃等】
・食器洗いロボット（吉野家） 等
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なお、図１に記載したサービスロボットのうち、以下の分野は主な支援対象分野から除外

した。 

 

○医療  

高度な医療用ロボットは、既に外国企業が市場と技術の両面で優勢となっており、当セ

ンターが対象とする中小企業等が新たに参入・開発するのは難しい。 

 現状では、手術用など高度な医療用ロボットは米国を始めとした外国企業の市場占有率

が高く、技術面でも優位であることから、中小企業等による新規参入・開発は難しいと

考えられる。 

 医療分野では、今後、患者の移動・搬送でロボットの需要が伸びる見込みであり、「移動・

モビリティ分野」及び「介護・福祉分野」として取組みを支援する。 

 

○清掃  

市場は今後も拡大が見込まれるが、既に家庭用及び業務用のロボット製品が普及してき

ており、研究開発への新規参入の余地は少ない。 

 清掃用ロボットは、家庭用ロボットや業務用ロボットなどが既に製品化・販売されてお

り、価格面・機能面でも成熟してきている。 

 そのため、今後も市場（販売台数）は拡大することが見込まれるが、新たに研究開発に

参入する余地は少ないと考えられる。 

 

○アミューズメント・エンターテイメント  

事業用ロボットの需要はイベント事業者等に限られており、技術開発も進んでいること

から、市場・技術の成長は限定的である。家庭用は多機能化（愛玩＋見守り等）が進み、

介護・福祉等での利用が進む（→介護・福祉分野で対応）。 

 事業用のアミューズメント・エンターテイメントロボットは、イベント会場等での利用

に限られるため市場は限定的であり、技術についても、研究開発が進んできている。 

 家庭用のアミューズメント・エンターテイメントロボットは、愛玩用に見守り等の機能

を追加するといった多機能化が進んでおり、介護・福祉分野等での利用が広がりつつあ

る。このことから、家庭用ロボットについては、「介護・福祉分野」で取組みを支援する。 

○広告 

既に量産型ロボットが普及し、ユーザーも広告事業者等に限られるため、大幅な市場・
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技術の成長は見込めない。 

 広告用途で利用される量産型人型ロボットが既に製品化・販売されており、広告用ロボ

ットとして技術面では一定の成熟段階にある。 

 広告用としてロボットを利用するのは広告事業者等に限られていることから、今後市

場の大幅な成長は見込めないと考えられる。 

 

○受付・案内  

市場は今後も拡大が見込まれるが、既に量産型ロボット等が普及しており、研究開発へ

の新規参入の余地は少ない 

 受付・案内用途のロボットは、省力化や、新型コロナウイルスの影響等による非対面・

非接触へのニーズなどにより、今後も市場拡大が見込まれる。 

 受付・案内用ロボットでは、広告用途と同様に量産型の人型ロボット等が製品化・販売

されている。受付・案内用途のロボットとして技術面では一定の成熟段階にあるため、

新たに研究開発に参入する余地は少ないと考えられる。 

 

○会議・コミュニケーション  

既にテレビ会議用等のロボットが量産化されており、市場・技術面で大きな成長は見込

めない 

 会議・テレコミュニケーション用ロボットは、タブレ

ット利用型等も含め様々な製品が市場に出ており、技

術面では成熟してきている。 

 オンライン会議の普及により会議・テレコミュニケ

ーション用ロボットは既に利用が進んでおり、今

後、市場の更なる成長は見込めない。 

 

 

  

（出所：日本バイナリー株式会社） 
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○計測・観測、災害対応、特殊環境（宇宙、原子力、水中）  

ロボットの用途が特殊であり、ユーザーが限られるため市場は限定的である。また、技

術開発環境も特殊であり、大規模な初期投資等を要するため、当センターが対象とする

中小企業等が新規参入・開発を行うことは難しい。 

 主なユーザーが公共分野（行政及び関連機関等）に

限られているため、支援対象とした分野と比較す

ると市場は限定的である。 

 また、技術開発には特殊な設備・環境の整備が必要

であるため、中小企業等が独自に開発環境を整備

するのが困難である。 

 

○警備  

既に大手警備会社を中心にロボットの開発・導入が進んでおり、当センターが対象とす

る中小企業等が新規参入・開発する余地は少ない。 

 大手警備会社は、独自にもしくはロボット開発事業者等と組んで警備ロボットの開発・

導入を進めており、既に運用を始めている。 

 主なロボットユーザーである警備会社が自前で開発・導入を行っていることから、中小

企業等が新たに研究開発に参入する余地は少ないと考えられる。 

 

○教育  

将来的に他分野で等身大の人型ロボット等が登場すれば教師の補完・代替等で導入の可

能性もあるが、現在はプログラム実習に使用される教材としてのロボットの用途がほと

んどであり、技術開発や市場の拡大は限定的である。 

 広告や受付・案内等で利用可能な人型ロボットが教育

分野で試験的に利用されるケースもあるが、現状で

は、プログラム実習に使用される教材としてのロボッ

トの用途が中心である。 

 そのため、新規の研究開発や市場規模が大幅に拡大す

る余地は少ない。 

 

 

 

（出所：気象庁「漂流型海洋気象ブイロボット」） 

（出所：株式会社リビングロボット） 
© MODERHYTHM / Kazushi Kobayashi 
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○日常生活（家事支援等）  

家事支援や愛玩用ロボットなど、一般家庭を対象とした市場は拡大が見込まれ、技術開

発も進むと考えられるが、「介護・福祉」や「ホテル・外食」等で開発されるロボット

と機能的に重複する部分が多い。  

 家事の自動化や愛玩用ロボットの保有といった一般消費者のニーズを受けて、一般家庭

の様々な場面で活用される生活支援ロボットの市場規模の拡大は見込まれる。 

 今後、家事支援や介護・福祉等の多様なニーズに対応する一般消費者向けを対象とし

た、普及版の技術開発が進むことが考えられることから、内容的に関連の深い「ホテ

ル・外食」や「介護・福祉」で取組みを支援する。 
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（４）支援対象とする分野で求められる実証フィールド  

支援対象とする分野において、以下の実証フィールドが想定される。 

 

分野 求められるフィールド 

農林水産 ①トラクター等の農業機械の遠隔操作及び種
まき、草刈り、収穫用のロボット開発・試験
ができる圃場 

 

②農業用ドローンの用途（種・農薬等の散布）
に関して開発・試験等が実施できるドローン
の飛行スペース 

建設・点検・保守 ①建設機械の遠隔操縦の実証のため、掘削可能
地や傾斜地があるフィールド 

 

②ドローンによる橋梁点検の開発・試験等を行
うための模擬的な橋梁 

 

③工場や倉庫の天井といった、GPS の利用がで
きない環境下で点検を行う、小型・中型ドロ
ーンの開発・試験ができる屋内のフィールド 

物流・搬送 ①住宅へのロボット配送に関する実証のため、道路から住宅敷地内に入る多
様な状況（ブロック塀、生垣、階段等）がある市街地を模したフィールド 

 

②マンション内やオフィス内でのロボット配送の実証のため、自動扉（セキ
ュリティ対応）、エレベーター、狭い廊下などを模した屋内のフィールド 

移動・モビリティ ①どのような場所でも走行できる機
体の開発・試験を行うため、段差・
階段・斜面等のあるフィールド 

 

②公道が再現されている道路（信号、
踏切、横断歩道等）で長い距離を安
全な環境で実証できるフィールド 

介護・福祉 ①階段など屋内を移動するロボットの開発・実験のために、実際の階段を有
する屋内のフィールド 

 

②実際にロボットが稼働するビニールやじゅうたんなどの多様な床面を具
備した屋内のフィールド 

ホテル・外食 
①エレベーターとの連携が実験できる屋内の

フィールド 

 

②実際にロボットが稼働する環境を想定した、
一定程度の広さを有する屋内のフィールド 

  

（出所：国立研究開発法人土木研究所） 

（出所：株式会社Luup） 

（出所：株式会社QBIT Robotics） 
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３ ロボティクスセンターの利用ニーズ 

（１）利用ニーズの調査及び意見聴取  

「２ ロボティクスセンターが対象とするロボット産業の分野」において、主な支援対象

とした分野に関係するロボット関連企業等に対し、２⑷で支援対象において利用が想定さ

れるとした実証フィールドについて利用ニーズ及び必要な施設の内容を確認するため、以

下のヒアリング調査及び意見聴取を行った。 

 

①ロボット関連企業へのヒアリング調査 

［調査対象］ロボット関連企業のうち以下の企業（対象：99 社） 

・令和元年度に実施した「近未来技術実証フィールドニーズ調査」や令和２年度に実施し

た「産業支援機能基本コンセプト調査」等で「実証フィールドへのニーズがある」と回

答した企業 

・農業大学校跡地周辺地域整備有識者会議委員等から実証フィールドの利用が想定され

ると紹介があった企業 

［調査内容］ 

・ロボティクスセンターの利用見込み 

・今後のロボット開発等に必要なフィールド・施設内容 

 

②有識者会議委員及びロボット開発の知見を有する専門家からの意見聴取 

 〇農業大学校跡地周辺地域整備有識者会議委員 

  東京大学大学院 工学系研究科総合研究機構 特任教授 永谷 圭司 

  国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

                  ロボット・AI 部主査 神山 和人 

  一般社団法人 日本ロボット工業会 事務局長     矢内 重章 

  株式会社 三菱総合研究所 フロンティア・テクノロジー本部 

     次世代テクノロジーグループリーダー 主席研究員 大木 孝 

 

 〇ロボット開発の知見を有する専門家 

  埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授 琴坂 信哉  

  芝浦工業大学 機械機能工学科 教授  松日楽 信人  
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  東洋大学 理工学部機械工学科 教授  松元 明弘 

  宇都宮大学 工学部基礎工学科 教授  尾崎 功一  
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（２）ロボット関連企業へのヒアリング調査結果  

利用意向があった実証フィールド並びにその企業数、利用想定日数及び主なニーズは以

下のとおり。 

 

①ドローン飛行場 

利用意向があった企業数：12 社 

利用想定日数：336 日/年 

主なニーズ 

・開発段階のドローンを安全に飛ばせるネット付きのフィールド 

・ドローンによる長時間飛行試験を行うためになるべく広大なフィールド 

・ドローンを用いた測量の実証を行うため、植生や起伏がある多様な地面の状況があ

る場所 

 

②模擬市街地フィールド  

利用意向があった企業数：11 社 

利用想定日数：286 日/年 

主なニーズ  

・公道に近い環境で安全に無人走行車両等の開発や性能試験を行うために、信号や横

断歩道など公道が再現されたリアルな環境 

・無人走行車両等が実際に走る様々な路面（舗装、砂利道等）や傾斜などが再現され

た環境及び周回道路など長距離・長時間の走行が可能な環境での開発実証 

・一般住宅等へのロボット配送に関する実証のため、道路から住宅敷地内に入る多様

な環境（ブロック塀、生垣、階段等） 

 

③屋内実験場 

利用意向があった企業数：11 社 

利用想定日数：231 日/年 

主なニーズ  

・マンション内やオフィス内など、屋内を移動するロボットの実証（ロボット配送、

人の移動支援等）を行うために、廊下、階段、エレベーターなど実際のマンション
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やオフィスにある施設・設備を設置した環境 

・飲食店等でのロボット導入にはある程度の広さが必要であるため、一定程度の広さ

を有する屋内空間での開発実証 

・工場や倉庫の天井などの点検用に、パイプ管など色々な天井の設備を再現した屋内

環境 

 

④農業フィールド 

利用意向があった企業数：4 社 

利用想定日数：185 日/年 

主なニーズ  

・複数台の自動運転トラクターの同時走行や圃場間の移動の実証実験を行うため、あ

る程度の広さがある農地 

・草刈りのロボットで実際に草刈りができる状況や収穫ロボットで実際に農作物を

収穫できる状況での実証・性能確認を行うために、農地を模した環境 

 

⑤模擬橋梁 

利用意向があった企業数：4 社 

利用想定日数：57 日/年 

主なニーズ   

・老朽化した橋梁の点検・保守を行うドローン等の開発実証のために、損傷個所を再

現したパネルをとりつけた橋梁 

・ドローン等を活用した橋梁の点検・保守の実証のためには、コンクリートや鋼材な

ど異なる素材を使った橋梁 

・橋梁の点検・保守用ドローンで床板下を確認するための上方向撮影の開発実証のた

め、床板下にパネルをつけた橋梁 

 

⑥建設フィールド 

利用意向があった企業数：2 社 

利用想定日数：75 日/年 

主なニーズ  
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・遠隔操作重機の性能試験を行うために、掘削可能な場所など、実際に建設機械が活

用されるリアルな環境 

・遠隔操作重機の実証のために、傾斜地（高低差のある地形）やコンクリート舗装さ

れた場所 
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（３）有識者会議委員及びロボット開発の知見を有する専門家からの意見聴取結果  

有識者会議委員及びロボット開発の知見を有する専門家（以下 専門家）から、実証フィ

ールドに関して以下の意見があった。 

 

①ドローン飛行場 

・首都圏に類似の試験場が少なく、自社で試験サイトを保有していない開発企業が多いた

め、利用が見込まれる。 

・陸上走行ロボットとドローンが連携して行う開発テストやドローンの夜間飛行テスト

にも利用されると考える。 

 

②模擬市街地フィールド 

・開発段階での公道試験には、許可申請等、多くの時間と手間を要するので、速やかな実

証が可能なフィールドは多くの利用が期待できる。 

・ロボットの走行に係る様々な環境を整備したフィールドは国内初の施設となる計画で

あるため、多くの利用が見込まれる。 

・公道を利用した実証実験は簡単にはできないため、実環境を再現した模擬市街地フィー

ルドは、利用されると考える。 

・歩道や横断歩道を整備して、歩道から車道に出る際の段差、ガードレール・信号の有無、

砂利道・無舗装のあぜ道などの多様な路面といった、実環境の課題を上手く再現するこ

とで、使い勝手が良くなると考える。 

 

③屋内実験場 

・屋外で使用するロボットの開発においても、最初は一定程度の広さを有する屋内施設か

ら実証を始めるため、利用が期待できる。 

・天井を高めに取ることで、屋内ドローンの開発などにも利用できる。 

・12ｍ×８ｍくらいの大きさがあれば、ロボットの移動や作業の環境を想定して、開発研

究上の様々な技術課題をテストできるコースを作ることができる。12ｍ×８ｍのフィ

ールドで、周辺を通路分で２ｍくらい取ることを考えると、必要な面積は16ｍ×12ｍ

（約200 ㎡）となる。 

・外部からアクセスできるようなガレージ型にしておけば、荷物をトラックで配送し、屋
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内の配送ロボットに載せ替えるなどの動きが検証でき、利用されると思う。 

・屋内の実験環境はガラス張りにするなどして、利用者間や、見学者が来たときなどに、

外から何をやっているか見えるようにするのが良い。 

 

④農業フィールド 

・埼玉県であれば、サツマイモなどは取り組みやすいのではないか。また、農家の作業負

担が非常に大きい、４～５kg の重さのある業務用の白菜の収穫ロボットの開発なども、

有望な開発課題となると思う。 

・農業用のロボットの実証実験には、農地ではなくても、不整地や畝が用意してあるだけ

で、機体の走破性試験に役立つ。 

・ロボットの開発の初期段階で、実際の農家の協力を得ることは非常にハードルが高い。

進捗を見せられない期間が続き、農地に踏み入れて観察や利用をする、農作物を触らせ

てもらうなど、必要な調査・作業に対して、継続的な協力を得ることは困難である。 

 

⑤その他 

・汎用的なものとして整備するよりは、利用意向のある開発企業の具体的なニーズを確認

して、まずは整備すべきである。 

 

専門家から、実証フィールド以外に関して以下の意見があった。 

 

・ロボット開発において、ロボットを使う人と作る人とに、システムインテグレーターや

ロボットの管理・運用を行う人が加わらなければ、開発したロボットの社会実装に繋が

っていかないだろう。 

・利用頻度を増やすためには、フィールドでの実証実験の誘致施策やＷＲＳ（ワールドロ

ボットサミット）等のイベントとの連携も重要と思われる。 

・近隣大学の研究者や学生が関わっていけると思う。例えば、学生が入居企業の開発にア

ルバイトで参加する、学生が卒業研究として施設を利用してロボットの開発をするな

どである。 

・実証実験中に部品が壊れた時などに、設計データをもとにすぐに制作・補充できる手段

として、比較的安価なタイプの３Ｄプリンターがあるとよい。  
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４ 開発支援フィールドの整備内容  

（１）ヒアリング調査及び専門家からの意見聴取結果を踏まえた実証用フィールドの整備  

「３ ロボティクスセンターの利用ニーズ」におけるヒアリング調査及び専門家からの

意見聴取結果を踏まえて、以下の実証フィールドを整備する。 

 

①ドローン飛行場 

利用ニーズは「安全な飛行環境」と「一定程度の広さを有するフィールド」の二つに分

類できるため、２つのフィールドを整備する。 

ア ネット付きドローン飛行場 

 開発段階のドローンを安全に飛行させることができるようネットを設置したフィー

ルド 

イ ドローン飛行等多目的フィールド 

 一定程度の広さを有するとともに、ドローンを用いた測量や画像分析等を想定した

多様な地形（林地、起伏等）のフィールド 

地表部分は、自動建設機械の実証など多目的に利用する。 

 

②模擬市街地フィールド 

 物流・搬送におけるラストワンマイルの配送の実証実験を想定した、実際の道路環

境を模したフィールド 

 自動配送ロボット等の走行試験等を行う多様な形態の道路を備えたフィールド 

 ロボットの性能測定も実施できるコースを設定したフィールド 

屋外から屋内へ配送する自動配送ロボットの利用ニーズがあることから、イノベーシ

ョンセンター内に整備する「屋内実験場」と連携する。 

 

③屋内実験場 

利用ニーズは「一定程度の広さを有する屋内フィールド」と「マンションやビルの内部

を模したフィールド」の二つに分類できるため、２つのフィールドを整備する。 
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  ア 屋内フィールド 

屋外で使用するロボットの初期開発段階の実証や屋内ドローンの実証等が行える一

定程度の広さを有する屋内のフィールド 

 イ 共用部実証フィールド 

 自動配送ロボットによるマンションやビルでの配送の実証等が行えるフィールド 

 イノベーションセンター内の廊下、階段、エレベーター、自動ドア等を実証実験に利用

する。 

 

④その他 

・ドローンを用いた測量や画像分析及び重機の遠隔操縦の実証実験等を想定し、最新の通信

環境を整備する。 

・実験中の軽微な破損の修復やプログラミングの修正を行えるよう、実証フィールドに近接

した位置に屋外作業場を整備する。 

・一定の利用意向があった農林水産分野については、実際に作物を育成した上での実証実験

のニーズが多いことから、作物の育成手法等を今後検討していくこととする。 

・建設・点検・保守分野については、模擬インフラなどの利用意向はあるものの少数だった

ため、引き続きニーズの把握に努める。 

 

 なお、屋内実験場については「６ イノベーションセンターの整備内容」で検討する。 
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（２）開発支援フィールドの整備内容  

①ネット付きドローン飛行場 

開発段階のドローンの飛行制御の試験等を行えるよう、緩衝ネットを取り付ける。 

大きさは、ヒアリング結果11等を踏まえて、約 80m×約 50m×有効高さ 15m 程度と

する。 

 
表1 ネット付きドローン飛行場 

整備内容 

（仕様） 

 約80m×約50m×有効高さ15m程度 

 支柱：鋼管φ800mm×高さ20m  

 緩衝ネット：（高強力・高耐候ポリオレフィン（φ2.4×120mm目））  

 地面もしくは人工芝（ロングパイル） 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ネット付きドローン飛行場（完成イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ※写真は福島ロボットテストフィールド 

                                            
11 目視で飛行状態の実証ができる最大距離（70ｍ）以上での周回を含む機体の制御実験を実施。 
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想定される 

実証対象・

内容 

⚫ 国産ドローンの機体開発の飛行試験 

→飛行制御の試験段階での実証を安全が確保された環境で行える。 

⚫ 農薬散布用ドローンの開発実証 

→国土交通大臣の承認を得ることなく農薬散布の実証を行える。 

イメージ 

【実証実験（飛行試験）の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実証実験（飛行試験）の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ※写真は福島ロボットテストフィールドでの実験 
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②ドローン飛行等多目的フィールド  

一定程度の広さを有するフィールドのニーズを踏まえて、飛行可能エリアは 2.0ha 程

度の規模とする。 

また、ドローンを用いた測量や画像分析のための実証を想定し、多様な地形（林地、起

伏等）のフィールドとする。地表部分は、自動建設機械の実証など多目的に利用する。 

「無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な飛行のためのガイドライン」（国土

交通省）に基づき、第三者または第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離30

ｍを保って飛行できるようにフィールドの広さを4.2ha 程度とする。 

 

表2 ドローン飛行等多目的フィールド  

整備内容 

（仕様） 

 4.2 ha程度 

 地面を多様な地形（林地、起伏等）とする 

 地表部分は、自動建設機械の実証など多目的に利用できるようにする 

 第三者または第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離（30ｍ）を保って飛

行するように飛行可能エリアを定める 

イメージ 

 

【ドローン飛行等多目的フィールド（イメージ図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑地

160m

260m

緩衝エリア

傾
斜

30m

100m

200m

30m

2ha程度

起伏
林地 
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想定される 

実証対象・

内容 

⚫ 農薬散布用ドローンの開発実証 

→広範囲（数ha程度）に農薬を散布できる機体を用いた実証を行う 

⚫ 測量用ドローンの改良、ソフトウェアの開発 

→異なる地面の高さ（平地、傾斜地等）や状況（更地、樹木等）を測定する実証を行う。 

⚫ 自動操縦装置を装着した建設機械（バックホウ、ブルドーザー等）の遠隔操作運転の

実証 

→実際の作業（掘削、起伏のある地形での移動等）が行える環境での実証を行う。 

イメージ 

【実証実験（ドローンを活用した農業）イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：埼玉県入間市 Facebook） 

 

【実証実験（測量）イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：内閣府宇宙開発戦略推進事務局（qzss.go.jp）） 

【実証実験（建設機械の遠隔操縦）イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：ARAV株式会社） 
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③模擬市街地フィールド 

自動配送ロボットによるラストワンマイル配送の実証実験を想定した、一般の道路環

境を模した走行環境（歩道、交差点、信号等）及び模擬的な住宅の入口部分（門扉から玄

関口まで等）を整備する。 

また、次世代モビリティによる走行試験等を想定し、多様な路面環境を模した走行環境

（砂利道、非平坦、坂道等）を整備する。 

加えて、屋外から屋内へ配送する自動配送ロボットの利用ニーズがあることから、イノ

ベーションセンター内に整備する「屋内実験場」と連携できるようイノベーションセンタ

ーへのアクセス道路も整備する。 

 
表3 模擬市街地フィールド 

整備内容 

（仕様） 

 1.8ha程度 

 市街地の構造物を模した環境（車道、歩道、交差点、信号等） 

 多様な路面を模した環境（砂利道、非平坦、坂道等） 

 模擬的な住宅の入口部分（ブロック塀、生垣、階段、スロープ等） 

 安全な環境で公道を再現した周回道路 

 イノベーションセンター内の「屋内実験場」へのアクセス道路 

※ロボットの走行上障害となる段差や停止箇所、屈曲した道路等を整備 

※住宅の入口部分は、実験が行える程度の簡易な外構とする。また、目的の住宅に配送

する実証のため、類似する形態の住宅の入口を複数軒並べて配置 

イメージ 

【模擬市街地フィールド（イメージ図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  は住宅の 

  入口部分 
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想定される 

実証対象・

内容 

⚫ 自動配送ロボットの走行試験（ラストワンマイルを想定した実証） 

→物流拠点から配送場所の敷地内への配送における複数の状況を用意した環境での配

送の実証を行う。 

⚫ 次世代モビリティの走行試験 

→公道を再現した環境で長時間の走行試験を行う。 

⚫ 屋外から屋内へ荷物を配送する自動配送ロボットの走行試験 

→「屋内実験場」と連絡する構内道路を通り、屋外から屋内へ配送する実証を行う。 

イメージ 

 
【自動配送ロボットの例】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所：本田技研工業株式会社） 
 
 

【次世代モビリティの例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所：WHILL株式会社） 
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④屋外作業室  

開発支援フィールドで開発・実験が円滑に行えるよう、実験準備や実験中のシステムの修

正等を行える屋外作業室を各開発支援フィールドに設置する。 

先行事例調査12に基づき、広さは約30 ㎡とする。 

 

表4 屋外作業室の詳細  

整備内容 

（仕様） 

⚫ １室当たり約 30 ㎡（各開発支援フィールドに１室設置）。出入口は、ロボット等の搬

入・搬出等が可能なように、大きく開くような形態とする。 

⚫ 付帯設備 

・実験者が、実験状況を窓越しに見ながら作業等を行うためのデスクや椅子等（２組程

度） 

・ドローンのバッテリーやIT 機器等のための電源（AC100V） 

・Wi-Fi及び有線LANの接続口及び通信設備 

想定される 

利用方法 

⚫ 屋外のフィールドでの実験準備を行う。 

⚫ 軽微な破損の修復やプログラミングの修正を行う。 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【屋外作業場（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：三協フロンテア株式会社） 

                                            
12 柏の葉オープンイノベーションラボ（KOIL）では、「作業室（トレーラーハウス）」（約30㎡（40フィ

ートコンテナ1基）を設置。 

窓
5m

6m

3m
出入口

5m

デスク
等

デスク
等

作業スペース

窓

6m

出入口

3m
2m 程度 
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（３）今後の検討事項  

○ サービスロボットの開発に必要なニーズを絶えず把握して、開発支援フィールドへの

反映を検討する。 

○ 模擬市街地フィールド内の道路等の整備にあたっては、ロボットの性能を確認するこ

とができる標準化コースとなるよう大学やロボット開発企業等と標準規格等を調整し

ながら整備を行っていく。 

○ サービスロボットの認証制度や安全基準に係る国等の動向を注視し、認証制度等に対

応できるフィールドや設備等の整備を行っていく。 

○ ドローン飛行等多目的フィールドについて、現状、国土交通大臣の許可・承認が必要な

事例に関し、将来的には、国家戦略特区などの活用による規制緩和を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図32 無人航空機（ドローン）のレベル4 の実現のための新たな制度の方向性 

（出所：国土交通省「ドローンの飛行の安全性確保のための新たな制度について」（令和2年12月）） 
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５ ロボティクスセンターで実施する支援事業 

ロボットは多様な技術を必要とする統合システム製品であり、多くの分野の企業等が関わ

る必要のある裾野の広い産業で、中小企業等が単独で取り組むことが非常に困難となってい

る。ロボティクスセンターでは、中小企業等のビジネスチャンスの獲得（稼げる力の向上）

のため、多くの企業等が協働して取組を進め、市場規模の拡大が見込まれるロボット産業に

参入できるよう必要な支援事業を実施していく。 

各国のロボット開発は、大学発ベンチャーなど新規のプレイヤーが参入して新たな製品や

サービスが次々と生み出されている状況であり、複数の企業や団体がパートナーシップを組

み、それぞれの技術や強みを活かしながらイノベーションを巻き起こすべく、業種・業界の

垣根を越えてロボット開発に取り組む体制（コンソーシアム）を構築している。本県におい

ても、同様のコンソーシアムを形成することとし、多様な主体が集まり、協働して開発プロ

ジェクトに取り組む「オープンイノベーション」によるロボット開発を推進する。また、製

品化・市場への普及を進め、社会や経済に便益をもたらす「社会実装」を推進するとともに、

知財保護や販路開拓など事業化していくための支援を行っていく。 

さらには、ロボット関連イベントや教育体験プログラムの実施などのロボティクスセンタ

ーの活動を広く社会に周知するアウトリーチ活動を推進していく。ロボティクスセンターの

研究成果や最新のロボット開発に係る情報を積極的に収集・蓄積・発信していくことで、多

くの人が訪れる、ロボット開発におけるハブ拠点として位置づけられるよう取り組んでいく。 
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（１）オープンイノベーション促進のためのコンソーシアムの形成  

先進事例調査等において、業種・業界の垣根を越えたコンソーシアムの体制の取組を通し

てロボット開発が推進されている13ことから、本県においてもコンソーシアムを中心とした

ロボット開発を支援することとする。 

 

①テーマ別コンソーシアムの形成 

コンソーシアムの形成に当たっては、オープンイノベーションの促進のため、「陸上移

動ロボット」、「屋内サービスロボット」、「ドローン開発」などのロボット開発のテーマご

とに、様々な組織や機関が一緒に取り組む体制（テーマ別コンソーシアム）を構築する。 

テーマ別コンソーシアムの形成においては、中小企業等や農業大学校跡地立地企業の

ほか、各種業界団体、県内大学や連携協定を結んでいる研究機関14などの多様な主体の参

加を呼び掛けていく。加えて、東京都心からのアクセスの良さや鶴ヶ島ジャンクション近

接という広域的な交通利便性の高さを活かし、中小企業等だけではなく、都心に立地する

企業など首都圏に立地する企業、ロボット開発や導入に積極的な大企業やユーザー企業、

研究者、ロボットSIer 企業などに対しても参加や協力を求めていく。 

また、ロボティクスセンターの開設を見据えて、事前に利用が想定される中小企業等を

発掘・把握し、テーマ別コンソーシアムへの参加を呼び掛けていくことが重要である。そ

のため、ロボティクスセンターの開設を待たずして、テーマ別のロボット開発に関連する

セミナーの開催などによりロボット開発に関する機運を高め、セミナー参加企業等を中

心にテーマ別コンソーシアムを形成する。その際、セミナー参加企業等の技術情報や今後

の事業展開等を収集するなどの取組を行うことで、オープンイノベーションによるロボ

ット開発を加速させていく。 

 

②テーマ別コンソーシアムの運営 

テーマ別コンソーシアムは、まずはロボティクスセンターが主体となって運営を行う。

なお、運営に関しては、以下のような業務が考えられる。 

                                            
13 神奈川県「さがみロボット産業特区協議会」では、オープンイノベーションによる研究開発を専門家のコー

ディネイト等により支援しており、商品化の事例が複数みられる（災害現場での情報収集ロボット 等）。 
14 平成17年1月に協定を締結した国立研究開発法人理化学研究所（理研）、平成26年2月に協定を締結した国

立研究開発法人産業技術研究所（産総研）及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）。 
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・事務局機能（会員管理、予算・決算、各種案内送付等） 

・セミナーの開催などテーマ別コンソーシアム事業の企画運営支援 

・テーマ別コンソーシアム事業の活動場所の確保・提供 等 

ゆくゆくはテーマ別コンソーシアムのメンバー自らが企画や運営を担い、ロボティク

スセンターが事務局として活動場所の提供や、周知・広報などの支援を行っていく体制に

移行していくことを目指していく。 
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（２）テーマ別コンソーシアムで実施する事業の支援 

ロボティクスセンターは、テーマ別コンソーシアム事業が自走するまでの間、ロボット開

発の支援のため、テーマ別コンソーシアムで実施する以下の事業を支援していく。 

 

①明確な開発目標の提示及び事業化への道筋が明確な開発プロジェクトの実施 

コンソーシアムを活用した開発支援のあり方を検討するため、先行事例調査やコンソー

シアムへの参加経験のある企業・大学等へヒアリング調査を実施した。その結果、社会実

装に向けて、具体的な利用環境や達成すべき仕様などが特定できるなど「明確な開発目標

が提示されていること」及びユーザー企業が参加していることなど「事業化への道筋が明

確な開発プロジェクト（以下、「特定開発プロジェクト」という。）」を提示することが重要

であることがわかった15。 

先行事例調査から、特定開発プロジェクトのテーマ選定は以下のようなケースが想定

される。 

 

・開発コンテストの応募などを目標にテーマを選定するケース16 

・国や研究機関の開発補助事業に申請するため、テーマを選定するケース 

・ユーザー企業や研究機関等が共同開発企業を公募などにより募集している研究開発

テーマを選定するケース 等 

ロボティクスセンターは「開発コンテスト」や「国などの開発補助事業」などの情報収

集に努める。また、特定開発プロジェクトのメンバーは、テーマ別コンソーシアムメンバ

ー以外にも、特定開発プロジェクトの概要を広く一般に周知することで参加企業を募っ

ていく。 

上記以外にも、「特定開発プロジェクト」は、テーマ別コンソーシアムのメンバーに大

企業、ユーザー企業、研究者、ロボットSIer などを含めて議論することで、テーマ別コ

                                            
15 県内ロボット開発企業によると「埼玉県として方向性を決め、明確に高い目標を掲げれば、ある程度は集ま

ってくるのではないか。福島では、RTFから福島空港まで安全に飛ばそうという目標を掲げて取り組んでいると

ころ。」という意見や「具体的に社会課題や地域課題を提示するのがよい。自治体のマスタープランと合う形

で、どの分野を育成するかを明確にして、そのためのエンジニア、ベンチャー、起業家を募るのがよいと考え

る。」等の意見があり、ユーザー企業からも「我々が望んでいる仕様が多く取り入れられ、ロボット導入によっ

てのメリットが明確に描けるのであれば、インセンティブがなくても参加したい。」との意見がある。 
16 例として南相馬市「南相馬ロボット産業協会」に属する11社が連携して、ワールドロボットサミット

（WRS）2020福島大会のインフラ・災害対応部門へエントリーすることをテーマに設計から加工、製作

まで手がけたMISORA。災害対応標準評価種目で2位に入賞。 
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ンソーシアムの活動の中から自発的に立ち上がるケースも想定される。 

このようなケースでも、テーマ別コンソーシアムの会員以外のプロジェクトに必要な

メンバーを集めることが重要となるため、常日頃から各テーマ別コンソーシアムの垣根

を超えた参加者同士での相互の理解を深めることが必要である。 

そのため、中小企業等の得意分野・技術などを記載したＰＲ資料等を作成して共有する

ことや、ロボティクスセンターの主催によるテーマ横断的な技術開発のセミナーなどを

積極的に開催する。 

なお、プロジェクトの実施にあたっては、新たなロボットを一から開発するものだけで

はなく、既存のロボットやプラットフォームをベースに実施する開発も対象とする。 

 

②テーマ別コンソーシアムが主催するセミナー等 

テーマ別コンソーシアムでは、会員企業等のロボット開発に係る知見を深めるため、市

場や技術研究会、研究成果発表会などの各種セミナーを開催する。また、オープンイノベ

ーションに向けた会員企業間の交流を図るため、コンソーシアム会員同士の交流機会を

提供する名刺交換会等のイベントを開催する。 

ロボティクスセンターはこれらのセミナーやイベントの企画運営を支援し、会員企業

等に広く周知する。 

 

（参考）テーマ別コンソーシアムでの取組イメージ 
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（３）ロボティクスセンターが実施する開発支援事業  

①ロボット開発プロジェクトのコーディネイト（伴走支援） 

ロボティクスセンターでは、利用者が取り組んでいるロボット開発のプロジェクト17に

対して、以下のような支援を行う。 

 

ア 研究機関と連携した技術相談のコーディネイト 

先行事例調査によると研究機関と連携協定を結び技術相談支援を実施している施設も

あり18、特に中小企業やベンチャー企業等の技術課題解決や社会実装に向けて有効な支援

策となっている。 

本県においても連携研究機関等や埼玉県産業技術総合センターなどと協力してオンラ

インで技術相談をできる体制を整備する。 

プロジェクトが技術的な課題に直面した場合、適切な相談相手をコーディネイトする

ことで、ロボット開発を促進していく。 

また、最新の通信環境、大型・高解像度のモニターや３Ｄプロジェクターなど最先端の

設備等を活用することで、オンラインでありながら対面での打合せと同等の情報共有を

可能とし、十分な技術相談を実現できるような環境も提供する。 

 

イ 鶴ヶ島ジャンクション周辺13 市町との連携等による実証実験の場の提供 

「リアル環境下で社会実装前の最終的なテストをしたい」というロボット開発企業か

らの多くの要望に応えるため、実証実験可能な場所を市民及び市内事業者の協力により

募集・提供し19、実証実験の実施を調整している事例がある20。 

                                            
17 コンソーシアムで推進する「特定開発プロジェクト」のみでなく、一時利用者も含む全ての施設利用者

のロボット開発の取組を支援の対象とする。 
18 鶴岡サイエンスパークでは、鶴岡市と慶應義塾大学との連携協定の締結を契機に、鶴岡サイエンスパー

クに、その活用を希望するベンチャー企業が多く立地してきている。 
19 南相馬市の取組事例。市が市内の主立った企業に働きかけて「ロボット実証フィールドリスト」として

とりまとめている。 

 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1620/16204/3/15548.html 

 実証実験希望者は、南相馬市ロボット産業推進室へ連絡。市がスケジュール調整を行い、実証実験には

市の職員が実験に同行してサポート。終了後は事業報告書を市に提出。   

 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1620/16204/1/7729.html 
20 実際に支援策を利用した開発企業からは「南相馬市の協力により、実証実験に市の施設（市役所、市民

会館、廃校等）が使用できることである。特に、追従ロボットの実証実験で公道（市道）使用できたこと

が非常によかった。」との声が上がっている。 
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ロボティクスセンターにおいても、社会実装を図るための技術開発の最終段階として、

実際の使用場所を実証実験の場として提供することで、社会実装に向けたロボット開発

の促進が期待される。 

例えば、鶴ヶ島ジャンクション周辺13 市町と連携するなど、実証実験の場（公道や事

業に協力するユーザー企業の施設等）を提供する体制・仕組みを構築していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考）南相馬市「ロボット実証フィールドリスト」 

 

また、こうした取組に加えて、実際の使用場所におけるロボット開発の実証実験に当た

って、例えば、公道等の利用に関する許可・承認や、ドローンなどの無人航空機の実証実

験の内容によっては事前に国土交通大臣の許可や承認が必要な場合があるなど、各種の

手続きが求められることがある。 

ロボティクスセンター利用企業の負担を軽減し、実証実験をスピーディに行うことが

できるよう各種手続きの案内や代行支援などワンストップサービスを提供していく。 

 

ウ 資金調達・販路開拓等の支援 

先行事例調査によると、ベンチャーキャピタル・金融機関等との連携協定の締結21や展

示会、商談会の企画22など、資金調達や販路開拓等の支援を行い、社会実装に結び付けて

いる事例が多くみられた。そのため、ロボティクスセンターにおいても、資金調達や販

路開拓等に係る以下の支援を行っていく。 

                                            
21 南相馬市では、20のベンチャーキャピタル・金融機関と連携協定を締結。連携協定先から資金調達を

受けている企業がある。 

 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1620/16204/3/renkei/13840.html 
22 公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構による「けいはんなビジネスメッセ2021Virtual」、福島

県による「ロボット・航空宇宙フェスタふくしま2021」、福島ロボットテストフィールド（公益財団法人

福島イノベーション・コースト構想推進機構）による「2022国際ロボット展」出展への支援等。 
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（資金調達の支援） 

脆弱な経営基盤である中小企業やベンチャー企業等の資金調達課題を解決することで、

設備投資などが行えるようになり、開発したロボットの社会実装に繋がることから、本県

においてもベンチャーキャピタル・金融機関とロボット開発支援に関する連携協定の締

結を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考）南相馬市の連携協定締結の事例 

 

（販路開拓の支援） 

販路開拓を支援する取組として、ロボティクスセンターが展示会、商談会等を企画し、

新たな顧客や業務提携先の獲得を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）展示会の開催イメージ 
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（知財の保護に関する相談体制） 

中小企業やスタートアップ企業等が開発した技術に関する知財の保護のため、知財に

関する手続や知財を利用する際の契約や協定などについて、相談・サポートする体制が必

要である23。 

このため、公益財団法人埼玉県産業振興公社が運営する「ＩＮＰＩＴ埼玉県知財総合支

援窓口」との連携など、相談機関へのコーディネイトを行う。 

 

②ロボット開発におけるハブ拠点としての取組 

ア ロボット開発に関する情報収集・発信 

ロボティクスセンターが、ロボット開発におけるハブ拠点として機能していくため、ロ

ボットの研究開発や技術・市場動向等に係る報告会や専門的なセミナー・研修会などを開

催するとともに、最新のロボット開発に係る情報を積極的に発信していく。 

また、最先端のロボット技術体験会やロボットをテーマとした展示会の実施などロボ

ット関連イベント等を積極的に開催する。こうした取組により、ロボット開発の一大拠点

としてのロボティクスセンターの認知度を高め、多くの企業・研究者等が集まる場所とし

ていく。 

 

イ アウトリーチ活動としての情報発信・教育的機能の付与 

ロボット開発の機運の醸成や将来的なプレイヤーの育成を図るため、ロボティクスセ

ンターの研究成果等を広く周知する以下のアウトリーチ活動を推進していく。 

 

（ロボティクスセンターの取組の紹介） 

一般の来場者向けにセンターにおけるロボット開発の取組をアピールする。 

・ テーマ別コンソーシアムの参加企業の紹介 

・ ロボティクスセンターで開発されたロボット製品・技術等の解説ブースの設置 等 

                                            
23 知財に関しては「ベンチャー企業と大手企業が組む際に、大手企業側はベンチャー企業の技術は絶対に

使わないと誓約をしないとどこも付き合ってくれない。」、「研究開発段階においてオープンイノベーショ

ンで取組む方向はよいと思うが、実際に製品化しビジネスにしていくタイミングでしっかりクローズドに

する必要がある。企業の責任が不明確になってくる恐れがあるので、どこが境界線になるのかしっかりと

合意形成していくことが重要だろう。」などの意見があり、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな連携を実

現するためにも、知財の取扱について専門家によるサポートを行う体制を整備することが重要である。 
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（一般の来場者に向けた情報発信） 

ロボット開発に広く興味を持っていただくため、誰が来ても楽しめるコンテンツを用

意する。 

 ・ センターで開発されたロボット製品の展示 

・ ロボット競技大会等のイベントの開催 

・ ドローン等を活用した技術体験会などの実施 等 

（教育的機能の付与） 

小中学校生向けの体験学習プログラムや社会科見学のモデルコースの設定など、教育

の場として活用されるよう取り組んでいく。 

・ プログラミングなどのロボット開発体験学習用の教材・プログラムなどの用意 

・ 農業大学校跡地立地企業などと連携した社会科見学コースの設定 等 

 

③「標準化」された実証フィールドの整備 

日本も参加する国際標準化機構 ISO の専門委員会において、ロボット技術全般を対象

にサービスロボットの実証実験方法の国際標準化を検討している。また、民間団体が主導

して、自動配送ロボットに関する標準規格やガイドラインを作成する動きも出てくるな

ど、サービスロボットにおける「標準化」への取組が活発になってきている。 

例えば、国際標準化の試験方法に対応した実証フィールドを整備することは、ロボティ

クスセンターでの実証実験が「国際標準の性能評価の証明が得られる」などの明確なメリ

ットを打ち出すことができる。その結果、ロボティクスセンターの利用者の拡大にも寄与

することが期待される。 

ロボティクスセンターは、国際標準化等の検討状況の情報を収集するとともに、テーマ

別コンソーシアムが中心となって国際標準化等に対応した実証フィールドの整備につい

ての議論ができるよう関係各機関と調整する。 
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６ イノベーションセンターの整備内容  

（１）イノベーションセンターの整備内容  

①レンタルラボ：30 室程度（各30〜60 ㎡程度） 

ヒアリング調査から、実証フィールドと一体的に整備される拠点にレンタルラボを継

続的に利用したいというニーズがあることが確認されている。特にロボティクスセンタ

ーのメインターゲットである中小企業やスタートアップ企業（ごく小規模で立ち上げ間

もない事業者）、新たにロボット分野に参入する企業の新規部門等は資金等が十分でない

ことから、民間のオフィス・研究所などを借りることが困難である。 

そのため、ロボットの研究開発の拠点としての活用を想定したレンタルラボを整備す

る。 

また、一部のレンタルラボは実証フィールドの利用者が事前準備や実験中の軽微な破

損の修復・調整などを行う場合に利用する都度利用（一時利用）にも対応する。 

なお、ロボットの研究開発に必要な、通信インフラや電源設備なども整備する。 

 

表5 レンタルラボの利用対象・利用形態・利用目的 

主たる利用対象 利用形態 主な利用目的 

実証フィールドの利用者で

スタートアップ企業や、新た

にロボット分野に参入する

企業の新規部門等、組織体制

や資金が十分でない企業 

占有 

継続利用 

・研究開発 

・ロボットの修理（軽微なも

の） 

・企業内ミーティング 

・実証実験の準備 

実証フィールドの利用者 都度利用 ・実証実験の準備、実験後の

測定結果の検証 

・ロボットの組立、修理・修

復等の軽作業用の加工スペ

ース 

 

レンタルラボの広さは、スタートアップ企業等の立ち上げ段階として2～3 人が常駐で

きる広さの部屋（A タイプ）24と立ち上げ段階から成長し一定程度規模が拡大した企業等

の受入を想定した広さの部屋（B タイプ）25の 2 種類を整備する。部屋数は 12 室、8 室

                                            
24 KOKUYOの調査によると1人当りオフィス平均面積は8.55㎡であり、3人用として30㎡とした。 

 https://www.kokuyo-furniture.co.jp/solution/relocation/column/column_101.html 
25 Bタイプは最大７～８人程度を想定した。 
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26程度とした。 

また、施設の都度利用（一時利用）を想定したレンタルラボ（C タイプ）27は利用人数

によって部屋の広さが変えられるよう可動式仕切りを整備する28。 

 
表6 整備するレンタルラボの仕様・数 

利用種別 部屋タイプ 広さ 仕様等 数 

継続利用 A タイプ 30 ㎡ ・固定電話回線 

・最新の通信設備、

wi-fi 

・固定机 

・ミニキッチン 

12 室程度 

B タイプ 60 ㎡ 8 室程度 

都度利用 C タイプ 30 ㎡ ・最新の通信設備、

wi-fi 

・可動式テーブル 

・可動式仕切り 

10 室程度 

 

（参考）レンタルラボイメージ 

 

                                            
26 産業支援機能基本コンセプト調査（令和2年度）のニーズ調査をもとに、20室程度を整備することと

した。なお、ロボティクスセンターは中小企業及びスタートアップ企業支援を目的としているため、2〜3

人収容のAタイプを多めに配置している。 
27 Cタイプは、フィールド利用者の利用やレンタルラボ・コワーキングスペース等の利用者の利用を想定

し、10室程度を整備することとした。 
28 開発中のロボットを室内に持ち込み、技術相談員等に見せながら説明することを想定し、必要面積を

30㎡程度として整備することとした。 
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②コワーキングスペース（総面積400 ㎡程度） 

オープンイノベーションによるロボット開発を促進させるため、多様な企業・個人が交

流する場としてコワーキングスペースを整備する。なお、コワーキングスペースは以下の

３つの機能を備えるものとする。 

 

ア ロボット開発に携わる企業や個人、レンタルラボ入居企業など、様々なステークホル

ダーが交流する機能 

イ ロボットの研究開発のため、個人や研究者などが作業用スペースとして利用する場 

ウ 特定開発プロジェクトの打ち合わせ、ロボット開発に関するセミナーや展示会など

のイベントを開催する場29 

 

３つの機能を果たすために、50 名程度30がオープンスペースで気軽に作業や交流など

が可能となるようミーティングテーブル等を配置する。また、最大 100 名程度のセミナ

ーやイベント等が行えるよう、空間を仕切れるよう整備31し、電話やＷｅｂミーティング

を行うための個室ブースや、給湯室・飲食スペースなどの設置も検討する。 

備品として、セミナーやイベント等で利用するスクリーン・プロジェクター・音響機器

等や、ロッカー、シュルフ・ラック、机・椅子などの什器を設置する。 

以上の機能を整備するため、総面積として400 ㎡程度の広さを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 アウトリーチ活動として、児童・生徒や一般の来場者を対象としたロボット開発に関する教育体験プロ

グラムや講演会・勉強会などのイベントを開催する場としても活用する。 
30 類似先行事例で広島県が整備・運営するものづくりをテーマとしたコワーキングスペース「広島

Camps」では、最大40～50名でワーキングスペースの利用ができ、広さは200㎡程度となっている。 
31 イベント開催を主とする空間として、100名程度のスクール形式での利用を想定し、200㎡程度を確保

する。 
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表7 整備するコワーキングスペースの仕様・数 

利用種別 広さ 仕様 数 

継続利用 

都度利用 

400 ㎡ ・可動式仕切り 

・最新の通信設備、wi-fi 等の通信環境 

・個室ブース、飲食スペース・給湯設備などの設

置（検討） 

・備品として、セミナーやイベント等で利用する

スクリーン・プロジェクター・音響機器など 

1 室 

（可動式仕切り

によりイベント

専用スペースを

確保） 

 

（参考）コワーキングスペース・利用イメージ 

 

③技術相談室：２室程度（各30 ㎡程度） 

連携研究機関等などにオンライン等で技術相談が可能となるような環境を整備する。 

 
表8 技術相談室 

主たる利用対象 利用形態 主な利用目的 

技術的な課題に直面してい

る企業等 

都度利用 技術開発に関する相談 

 

表9 技術相談室の仕様・数 

④屋内フィールド１室（300 ㎡程度） 

ヒアリング調査により、屋内テストコース走行等によるマンション内自動配送ロボッ

広さ 仕様 数 

30 ㎡ オンライン環境下で的確な技術相談

ができるよう、最新の通信環境や、大

型・高解像度のモニター、3D プロジェ

クター等を整備 

2 室 
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トの実証やドローンによる工場や倉庫の天井などの屋内施設の点検・保守を想定した実

証など屋内の実証フィールドのニーズが確認できたことから、一定程度の広さと高さ32を

有する屋内フィールドを整備する。 

 屋内フィールドは、利便性の向上のため可動式仕切りを設置し、実証実験の規模や内容

に応じて広さを変更できるようにする。 

 また、ロボティクスセンター利用者などがフィールド外から実証実験が見学できるよ

うなオープンな環境を整備にすることで、オープンイノベーションによるロボット開発

に繋げていく。 

なお、実証実験のための備品としては、屋内の移動ロボット等の性能評価を実施できる

組立式のテストコースや模擬の壁面や階段などが想定される。 

 
表10 屋内実験場の利用ニーズ等 

利用ニーズ（例） 想定される利用シーン（例） 仕様 

・マンション等の

共用部分を模し

たテストコース 

・GPS が利用でき

ない環境下でド

ローンを飛ばせ

る場所 

・屋内テストコース走行等によるマン

ション内配送ロボットの実証 

・ドローンによる工場や倉庫の天井な

どの屋内施設の点検・保守を想定し

た実証 

・外食産業の実店舗に見立てた配膳・

下げ膳用のロボットの実証 など 

・可動式仕切り 

・実験ニーズを満たすため、

300 ㎡、高さ 9m 程度の

空間 

 

⑤共用部実証フィールド 

マンションやビル等への配送を行う自動配送ロボット等の実証実験の場として、共用

スペースである廊下、階段、エレベーター等を活用できるように整備する33。 

 

 

 

表11 必要な施設 

施設 利用シーン（例） 仕様 

階段 ・オフィス、マンション等で使用 ・踊り場 

                                            
32 広さは、事業者等へのヒアリングから、屋内のドローン飛行場として直線で20ｍ程度をとることとし

て、20ｍ×15ｍ程度の空間を用意（面積300㎡程度）。また、災害ロボットや屋内ロボットの標準試験環

境、模擬店舗環境などを設置して、それぞれ100㎡程度を占有する実験利用を想定し、稼働仕切り等によ

り複数の実験が同時に可能となるように整備。高さは他の屋内ドローン飛行場（テラ・ラボ ドローンア

リーナ7m、福島RTF11m）を参考にした。 
33 建築基準法令上の「避難安全検証法」等の検証を実施するなど、避難安全性能の確保に配慮した設計を

行うこととする。 
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する配送ロボット等をはじめ

とした移動ロボットの実証実

験 

エレベーター ・（同上） ・ロボットとの通信機能（検討） 

廊下 ・（同上） ・床面として、段差、複数材質（タイ

ル、絨毯等）を配置 

・３～５ｍ程度の幅を有すること34。 

・可変式光度照明 

 

⑥エントランス（３００㎡程度） 

ロボティクスセンターの取組やサービスロボット全般の普及・啓発を目的として、ロボ

ティクスセンターの利用企業の紹介やロボティクスセンターで開発されたロボット製品・

技術等の解説展示のスペース等を設置する。 

また、エントランスを利用したロボット実証実験や展示会、社会科見学などにも対応が

可能なよう動線の確保などに配慮するとともに余裕のある空間設計とする。 
 

表12 必要な施設 

施設 利用シーン（例） 仕様 

エントランス・

自動ドア 

・オフィス、マンション等で使用

する配送ロボット等をはじめ

とした移動ロボットの実証実

験 

・展示会の開催 

・社会科見学の受入 

・実証実験中も避難経路等の人の動線

を確保 

 

 

 

 

 

  

                                            
34 標準的な建物の廊下幅の2ｍ程度からショッピングモールや病院などの廊下幅の4ｍまでの実証実験に

対応できるよう複数の廊下幅を整備（観測者や計測用装置を配置する場所としてさらに1ｍを確保）。 
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（２）イノベーションセンター周辺の整備内容  

①貸倉庫：20 室程度（各30 ㎡程度） 

実証実験に使用される大型のドローンや移動モビリティなどはレンタルラボに収まり

切らないことから、実証実験に使用するロボット等を格納するため、イノベーションセン

ターに近接した場所に30 ㎡程度の倉庫を整備する35。 

 

表13 貸倉庫 継続利用 

主たる利用対象 利用形態 主な利用目的 

レンタルラボ入居企業 

レンタルラボ一時利用企業 

占有 

継続利用 

・実証実験に使用される資

機材の保管 

  

                                            
35 福島ロボットテストフィールドでは30㎡の倉庫に幅2m程度の産業用ドローン、UGVを保管してい

る。 
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（３）イノベーションセンターの延床面積等  

①延床面積 

「（１）イノベーションセンターの整備内容」で検討した具備する施設を合計した延床

面積は4,200 ㎡程度となる。 

 
表14 延床面積 

 種別 面積（㎡） 数 合計（㎡） 

レンタルラボ（貸研究室） 

A 継続利用 30 12 360 

B 継続利用 60 8 480 

C 都度利用 30 10 300 

コワーキングスペース 400 1 400 

技術相談室 30 2 60 

屋内実験場 300 1 300 

事務スペース 100 1 100 

エントランスホール 300 1 300 

専有部 計 2,300 

共用部（トイレ、EV、廊下、階段等） 1,900 

延床面積 計 4,200 

 

②情報発信及び教育的機能 

エントランスホールにロボット製品・技術等の解説展示ブースや一般の来場者が触れ

合えるロボット等を設置する。 

それに加えて、コワーキングスペース内のセミナースペースでロボティクスセンター

の説明やロボットのデモンストレーションなどを実施することで社会科見学や施設見学

に対応するなど教育的機能に配慮する。 

 

③防災的機能 

エントランスホール、屋内フィールド、コワーキングスペース、レンタルラボを災害時

に可能な限り開放することで、避難者の受入が可能となるよう間取り等を考慮すること

で防災的機能に配慮する。 

また、災害時における電力の確保等のため、太陽光発電設備等の設置を検討する。 
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（参考）教育的機能及び防災的機能のイメージ 
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７ ゾーニング  

ロボティクスセンターのゾーニングについて、各エリアの整備面積を定めた後、イノベー

ションセンターの配置を軸に２つの案を作成し、オープンイノベーションを促進する拠点と

しての利活用のしやすさ等の観点から比較検討を行った。 

 

（１）各エリアの整備面積 

〇開発支援フィールド 

各フィールドの面積は、「４ 開発支援フィールドの整備内容」から以下のとおり。 

 ・ネット付きドローン飛行場：0.4ha 程度 

 ・ドローン飛行等多目的フィールド：4.2ha 程度 

 ・模擬市街地フィールド：1.8ha 程度 

 

〇イノベーションセンター 

イノベーションセンターの面積は、「６ イノベーションセンターの整備内容」を受け

て、0.4ha 程度とする。 

 

〇緑地  

緑地は、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に定められる緑化基準に則り、芝生等

の地被植物、低木、高木を組み合わせ、敷地面積の25%以上となる３.0ha 程度の緑地を

確保する必要がある。緑地は、現在、センター敷地内にある周辺の雑木林、草地等を有効

活用する。また、周辺地域との緩衝帯として、敷地の外周に高木を植樹する。 

 

〇調整池 

整備に伴う雨水流出を抑制するため、「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」

に準拠し、面積及び最大容量・貯留水深を定め、敷地南側に 0.8ha 程度、北側に 0.1ha

程度の調整池を整備する。 

なお、調整池の設計深さにおいては、貯留水深から0.3m 程度の余裕高を設定する。ま

た、水深を深くすると地下水の漏出が懸念されることを考慮し、貯留水深 1.2m と設定

する。 

（a）調整池１（0.8ha 程度） 

・最大容量(安全率込)の概算：950 ㎥／ha×約11ha≑9,500 ㎥ 
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・貯留水深の概算     ：9,500 ㎥÷1.2m ≑ 約0.8ha（8,000 ㎡）程度 

 

（b）調整池２（0.1ha 程度）※ネット付きドローン飛行場に付帯 

・最大容量(安全率込)の概算：950 ㎥／ha×約1ha≑950 ㎥ 

・貯留水深の概算     ：950 ㎥÷1.2m ≑ 約0.1ha（1,000 ㎡）程度 

 

〇構内道路 

ロボティクスセンターのエントランス２か所を結ぶ道路は、片側 1 車線の車道と歩道

スペースを確保するため、幅員10m 程度とする。 

各フィールドを結ぶ道路は、主にセンター関係者の車両が往来するための道路として、

幅員６m 程度とする。 

 

〇駐車場 

普通乗用車及び大型車両150 台分程度の駐車場を整備する。 

普通乗用車1 台当たり15 ㎡（3ｍ×5ｍ）程度が140 台分程度で2,100 ㎡程度が必要

であり、大型車両 1 台当たり 50 ㎡（5ｍ×10ｍ）程度が 6 台分程度で 300 ㎡程度が必

要である。 

また、駐車場内での後退・転回等に十分な車路を確保することを勘案し、0.7ha 程度の

規模とする。 
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（２）ゾーニング 

ゾーニングについては、以下の条件を踏まえて検討する必要がある。 

 

〇 調整池 

 敷地北側の鶴ヶ島市運動公園側への放流を想定していることから、公園に近接する場所

に設置する。 

 

〇 緑地 

 現状の雑木林、草地等を最大限活かすよう配置する。また、周辺地域との緩衝帯として、

敷地の外周に高木を植樹する。 

 

〇 エントランス・構内道路 

 センター敷地北西及びセンター北東の２か所にエントランスを設ける。また、管理用入

口を南側に設ける。構内道路は、各フィールドへのアクセスが容易になるよう周回できる

ように配置する。 

 

 上記を踏まえたゾーニング案の比較表を以下に示す。 

 イノベーションセンターの配置により大きく２案の配置が考えられる。２案のメリット

デメリットを踏まえ、基本設計の段階でも継続して配置を検討する。 
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表15 ゾーニング案比較表 

ゾーニング案 【A 案】イノベーションセンター東

側配置案 

【B 案】イノベーションセンター西

側区域配置案 

イメージ図  

 

 

 

 

 

 

 

 

イノベーショ

ンセンターへ

のアクセス 

・圏央鶴ヶ島インターチェンジから

のアクセスを想定した場合、距離

が長くなる。 

・圏央鶴ヶ島インターチェンジから

のアクセスが良い。 

・敷地中央に配置されるため、各フ

ィールドからのアクセスが良い。 

周辺環境への

配慮 

・幹線道路から距離を確保した敷地

西側にドローン等多目的フィー

ルドを配置しており、ドローンの

飛行時の安全性が十分に確保さ

れている。 

・ドローン飛行等多目的フィールド

が、敷地東側に配置されるため、

幹線道路からの距離が近く、十分

な安全性の確保に懸念がある。 

自然環境への

配慮 

・現存の林地等を活用した配置とな

っている。 

・現存の林地等を変更する必要があ

る。 

・施設整備（基礎杭等）による水源

への影響が懸念される。 

 

凡例 

青字：メリット 

赤字：デメリット 
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 ８ 工事費 

ロボティクスセンターの概算工事費は30 億円程度である。 

なお、概算工事費の算定にあたり、設計・施設の詳細（設備等）は決定していないため、

今後の基本設計の段階で具体的に算定するものとする。 
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９ 収支見込み・事業スキーム 

（１）収支見込み  

ロボティクスセンターの収支見込を次のとおり想定した。 

 

①年間収入見込み（開発支援フィールド利用料 等） １億4 千万円程度 

②年間支出見込み（人件費、施設維持管理費 等） ２億円程度 

収支見込み（①－②） △６千万円程度 
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（２）事業スキーム  

① 地方創生拠点整備交付金の活用 

ロボティクスセンターの整備にあたり地方創生拠点整備交付金の活用を検討すること

は、県の投資負担の軽減の観点から重要である。鶴岡サイエンスパークでは、レンタルラ

ボの増設等の施設拡張時に地域再生計画に基づく地方創生拠点整備交付金を活用してお

り、本県においても活用に取り組むこととする。 

 

② 企業版ふるさと納税の活用 

2016 年度に創設された企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、国が認定した地

方公共団体の地方創生プロジェクトに対し企業が寄附を行った場合に、寄附額の 3 割を

当該企業の法人関係税から税額控除する仕組みである。 

これにより、通常の損金算入による軽減効果（寄附額の約 3 割）と合わせて、最大で

寄附額の約 6 割が軽減され、実質的な企業の負担は約 4 割まで圧縮される。 

この制度の活用により、新たな官民のパートナーシップを通じて地方公共団体と企業

との間に WIN―WIN の関係が生まれる事例36もみられることから、本県においても活

用について、積極的な働きかけを行うこととする。 

 

③PPP/PFI の検討 

近年、公共サービスの提供を公民が連携して行う手法としてＰＦＩが利用されるよう

になってきており、埼玉県においてもこれまでに14 件の事例を有している37。 

公共サービスの提供方法を類別すると図33 の通りに整理される。 

ロボティクスセンターの整備・運営において、県が資金調達を行う指定管理者制度及び

民間が資金調達を行うＰＦＩのいずれで取り組むか、国の手引きに従い検討する38。 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
36 https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/h31kigyojirei.pdf 
37 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0104/kaikaku-pfi/pfi-saitama.html 
38 内閣府 民間資金等活用事業推進室「PPP/PFI手法導入優先的検討規定 策定の手引き」平成28年3月 
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図33 PPP/PFI の類型 

 

（VFM39の算出等） 

前述の国の手引きによると、ロボティクスセンターが支援するロボット産業は、急速な

技術革新の進展や利用に係る需要の大幅な変化等が予想されるため、建設後の運営等に

係る契約内容や要求水準の検討が困難であることから、設計及び建設と運営等を一括し

て委託しないことが適切と考えられる40。 

このことから、ＰＦＩのうち「ＢＴＯ方式」・「ＢＯＴ方式」・「ＢＯＯ方式」及び「ＤＢ

Ｏ方式」を活用はしない。 

また、建設手法について、国の手引きから「ＢＴ方式」の採用が望ましいとの結果にな

った。ただし、実施設計を行う段階で、用地買収が未完了等により着工時期が確定してい

ない場合には、「BT 方式」を活用しないこととする41。 

なお、運営手法についてＶＦＭを算出したところ、「指定管理者制度」の採用が望まし

いとの結果となった。 

 

 

  

                                            
39 事業の開始から終了までのトータルコストを従来方式とPFI方式で比較した差のこと。PFIを実施す

るためには、PFI方式のトータルコストが従来方式よりも小さくなる必要がある。 
40 内閣府 民間資金等活用事業推進室「PPP/PFI手法導入優先的検討規定 策定の手引き」平成28年3月

p23  
41 国土交通省「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル（案）」平成21 年3月p5 
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ロボティクスセンター

整備

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

関係機関協議

用地取得

基本設計 実施設計 工 事
開

所

１０ ロボティクスセンターの整備スケジュール 

ロボティクスセンター完成までの整備スケジュールは、以下のとおりである。 

※整備スケジュールは、関係機関協議、用地取得が順調に行えた場合 

 

 

 

 

 

 
図34 整備スケジュール 

 

 

 

 


